
市 長 交 際 費 の 公 表 に 関 す る 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 柏 崎 市 情 報 公 開 条 例 第 １ ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、

市 長 交 際 費 の 支 出 に 係 る 情 報 の 公 表 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も

の と す る 。  

（ 公 表 す る 内 容 ）  

第 ２ 条  市 長 交 際 費 の 公 表 は 、 次 に 掲 げ る も の に つ い て 行 う も の と す

る 。  

 ⑴  支 出 区 分  

 ⑵  支 出 日（ 支 出 原 因 が 発 生 し た 日 ）  

 ⑶  支 出 金 額  

 ⑷  支 出 内 容 （ 相 手 方 を 識 別 で き る 情 報 を 除 く 。）  

（ 支 出 区 分 ）  

第 ３ 条  前 条 第 １ 号 に 規 定 す る 支 出 区 分 は 、 支 出 の 内 容 に よ り 次 の と

お り 分 類 す る 。  

支出区分  説       明  

弔慰  市政関係者及びその親族に対する香典、供花、電報等に

係る支出  

見舞い  市政関係者の病気等に対する見舞金、災害時における義

援金等に係る支出  

お祝い  各種記念式典、行事等に際しての祝儀、清酒、電報等に

係る支出  

激励金  各種国際大会、海外青年協力隊への参加に対する激励金

に係る支出  

会費等  各種会議、会合、研修会、交流会等への参加費、又は飲

食を伴う会合等に招待され出席するときに会費相当とし

て提供する清酒等に係る支出  

賄費  来客に対する飲食等のもてなし、意見交換や情報交換、

各種交渉に伴う飲食等に係る支出  

賛助金等  公益性が高く趣旨に賛同できる事業等への賛助金、公益

性のある各種大会等に対する協賛金、市長賞の提供、協

賛広告等に係る支出  

贈答  市政運営上必要な相手への贈答又は親善交流等に伴うお

土産等に係る支出  

その他  お礼に係る支出ほか  

（ 支 出 基 準 ）  

第 ４ 条  前 条 に 規 定 す る 支 出 区 分 に 対 応 す る 一 般 的 な 支 出 金 額 の 基 準



は 、 別 表 の と お り と す る 。  

（ 公 表 の 時 期 ）  

第 ５ 条  市 長 交 際 費 の 支 出 に 係 る 情 報 の 公 表 は 、 毎 月 行 う も の と し 、

当 月 分 を 翌 月 の 末 日 ま で に 行 う も の と す る 。  

（ 公 表 の 方 法 ）  

第 ６ 条  市 長 交 際 費 の 支 出 に 係 る 情 報 の 公 表 は 、 柏 崎 市 の ホ ー ム ペ ー

ジ に 掲 載 す る と と も に 、 秘 書 広 報 課 に お い て 閲 覧 に 供 す る こ と に よ

り 行 う も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め

る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 同 日 以 降 に 支 出 の あ

っ た も の に つ い て 適 用 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 同 日 以 降 に 支 出 の あ

っ た も の に つ い て 適 用 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 同 日 以 降 に 支 出 の あ

っ た も の に つ い て 適 用 す る 。  

  


